
野田市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

令和５年６月２８日

野田市長 鈴 木 有



野田市条例第２３号

野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例

野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年野田市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

別表の１の項中「又は」を「（以下「児童扶養手当関係情報」という。）、｣

に改め、「住民票関係情報」という。）」の次に「又は３の項の事務の欄に掲

げる事務に関する情報（以下「外国人生活保護関係情報」という。）」を加え､

同表の２の項中「又は住民票関係情報」を「、住民票関係情報又は外国人生活

保護関係情報」に改め、同表に次のように加える。

３ 「生活に困窮

する外国人に対

する生活保護の

措置について」

（昭和２９年５

月８日社発第３

８２号厚生省社

会局長通知）に

よる外国人の保

護に関する事務

であって規則で

定めるもの

健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法

（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合

法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法、

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号)

若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療

に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情

報、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号)

による給付の支給に関する情報、雇用保険法（昭和４

９年法律第１１６号）による給付の支給に関する情

報、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援

に関する法律（平成２３年法律第４７号）による職業

訓練受講給付金の支給に関する情報、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）による小児慢性特定疾病医

療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に

関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３



９年法律第１２９号）による資金の貸付けに関する情

報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）による自

立支援給付の支給に関する情報、難病の患者に対する

医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）によ

る特定医療費の支給に関する情報、生活保護法による

保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備

給付金の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する

情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和

３９年法律第１３４号）による障害児福祉手当若しく

は特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情

報、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による

養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給

に関する情報、児童手当法（昭和４６年法律第７３号)

による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情

報、介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保

険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の

徴収に関する情報、国民年金法（昭和３４年法律第１

４１号）、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法（

昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法

若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給

付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、特定障

害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平

成１６年法律第１６６号）による特別障害給付金の支

給に関する情報、年金生活者支援給付金の支給に関す

る法律（平成２４年法律第１０２号）による年金生活

者支援給付金の支給に関する情報、特別支援学校への



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）

による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁

に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法

律による特別児童扶養手当の支給に関する情報、労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３

２号）による職業転換給付金の支給に関する情報、地

方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）に

よる公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補

償に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）に

よる永住帰国費、自立支度金、一時金若しくは一時帰

国旅費の支給に関する情報、同法による支援給付若し

くは配偶者支援金の支給に関する情報又は公的給付の

支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登

録等に関する法律（令和３年法律第３８号）第３条第

３項第１号から第３号までに規定する事項であって規

則で定めるもの


